
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 福祉タクシー 

障害者福祉タクシーで、迎車料金の給付と、リフト付き福

祉タクシーの利用が 30 回から 10 回に変更が示されている。 
【質問】新たに障害者の福祉タクシーの利用状況や、リフト付

き福祉タクシーで 10 回以上使われている事例は？ 
【答弁】2023 年度で利用された方は 300 人あり、平均的な利用枚数は 4 回となりま

す。ストレッチャーで寝たきり状態での利用の方で 30 回上限まで使われてい
た方が 22 名います。車いすでの利用は福祉タクシーの方で利用は可能だが、
ストレッチャーで 30 回使ってらっしゃったような方にはこれまでの枚数分
給付できるような形を考えています。 

＊日本共産党一宮市議団としても迎車料金の給付を求めてきた。迎車料金給付は良い
ことだと考えます。今回は障害者の方のみですが、対象の拡大を求めていきたいと思

います。委員会の中で、リフト付き福祉タクシーは一律に 10 回とするのでなく、利
用者の状況に合わせた対応となり、とても良いことだと思います。 

 

● 子どもの医療費助成事業（通院） 

【質問】対象が 15 歳までから 18 歳までの拡大で、予算の額も
大幅に増えているが、その算出根拠は？ 

【答弁】高校生世代の通院医療費を国のデータをもとに、中学
生世代に対して高校生世代の医療費の割合、中学生 1

人当たりの金額、人数を加味して、負担割合の 3 割分
を計上して算出しています。予算計上額は、10 月から
実施で請求が 2 か月遅れとなるため、年度内に対象と
なるは 4 か月分になります。 

＊日本共産党一宮市議団がこれまでずっと求めてきた、18 歳までの通院・入院が 10 月
から無償化になります。安心して子育てできる一宮市に一歩近づきます。 

 

● 保育料について（第二子減免事業、利用料引き上げなど） 

【質問】 10 月から県が行う第二子保険料減免事業に際し、市が独自に双子を所得にか

かわらず保育料を減免する事業の対象者と影響額はどのようか？ 

【答弁】 双子の組数については 20 組程度の双子が該当になるだろうと見込んでいま
す。その影響額については 150 万円程度と見込んでいます。 

【質問】 延長保育料の利用者負担の見直し、どのように見直すのか？ 

【答弁】 従前は、18 時半から 20 時の部分の延長保育料をいただいていました。8 時
から 16 時の預かりの方について、7 時半から 8 時や、16 時から 18 時半につ
いても延長保育料を 30 分 100 円で徴収させていただきます。 

【質問】 一時保育利用料を 4 月から 1870 円→2000 円にする根拠は？ 

【答弁】 人件費と件数から算出した経費が 1 件 6000 円かかっています。国からの補
助が 2／3 出ることから残り 2000 円を利用者に負担いただきたいということ
で改定させていただくということです。 

【質問】 昨年決算委員会で求めた空調設備の計画的な更新はどう進めているのか？ 

【答弁】 保育室はまだ代替が可能な場合があるのですが、調理員が調理する調理室は
一旦故障すると調理にも給食にも影響することから、調理室のエアコンを計
画的に更新したいと考えています。 

＊市が独自に子育て支援を強めた点は良いことだと考えます。しかし、市民生活が厳し

さを増す中、一時保育利用料の値上げは見送るべきと思います。保育園の計画的な空
調設備整備を調理室から進めていることで安心しました。 

 

 

● 国民健康保険税条例の一部改正 

【質問】 大きく固定額(平等割・均等割)が上がっているが、所
得割で賄うという考えはなかったのか？所得割１％
で均等割どれぐらい下げられるのか？  

【答弁】現状、一宮市の保険税の基準は、所得割は県基準同等

もしくは高い状況になっておりそこで上げるとなる
とかなり乖離することになります。また、所得のない
方が 3 割程度見えるので、残りの 7 割の方が極端な負
担をすることになることから行いませんでした。なお、
所得割を 0.1％上げるとだいたい均等割り 600 円あげ
るのと同じぐらいの税収ということになります。 

＊厳しい市民生活の中、大きな増額となり問題だと考えます。しかし、国民健康保険制
度自体が所得のある層を次々と雇用者保険に移行させて、一部の所得層が大きな負
担を強いられています。また、収入がない人にも固定額の負担が生まれる制度となっ

ている点も問題です。国が 1 兆円投入し均等割・平等割の廃止が必要です。 
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● 議案第１号 一般会計予算 

★産業廃棄物処理等事業者許可・監視指導事業 2,327.6万円 
・産業廃棄物処理業者、処理施設認可申請者、使用済自動車取扱事業者に対し、 

許可審査及び立入指導を行う。また、排出事業者及び 処理事業者に対する監 
視活動を行い、産業廃棄物の適正処理を推進する。 

「質問」許可審査、監視指導を行うのは職員や会計年度任用職員
です。会計年度任用職員の人数、仕事内容は? 

「答弁」４名、処理業者へのパトロールや事務の補助を行う。 
 ＊産業廃棄物に関する事務は、中核市移行で県から移譲さ 

れて４年目。違反行為が疑われる場合、速やかに違反行 
為を認定し、行政処分を迅速に行うことが求められてい 
る。その立場で取り組んでほしい。 

 

★農業後継者支援事業  2,465万円 
・青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため就農者に対して最大３年間の補

助及び機械、施設導入を支援するもの。 

「質問」事業の内容、これまでの事績は? 
「答弁」50 歳未満、年間 150 万円、夫婦で 1 億 5,000 万円。2024 年度８人、 

トラクターや機械補助は２人。2025 年度の想定は３人。 
「質問」一宮の農家数、農業従事者数は減少、高齢化が進ん

でいる。濃尾平野で育てる安心安全なコメ・野菜を学校や
保育園で使用していくなどの販路拡大含め、関係者と協
議して一宮の農業を発展させることの考えは？ 

「答弁」 トマト栽培の青年がなりわいとして、農業に携わる
若者も生まれている。後継者支援を取り組んでいきたい。  

  

★商工団体等補助事業 2,122.7万円 
 ＊ 商店街振興組合が 2016 年以降６団体解散している。組合が解散すると街路灯の維

持が出来なくなり、町内会運営の防犯灯へ引き継ぐことになるが、維持管理費増大と
なり、町内会も大変。街路灯、防犯灯の設置維持は市の予算で行うことを検討してほ
しい。 
 
 

★（仮称）第２共同調理場整備事業 552万 7千円  
・建設地 萩原町西御堂、敷地面積 18,800 ㎡、供用開始 2030 年度。 

・2024 年度に用地測量等を実施、25 年度不動産鑑定を実施するもの 

「質問」一宮市学校給食共同調理場整備基本計画（2019.2 月策定）では、1･2 場目は
8,500 食」なのに、(仮称)第２共同調理場整備運営計画（2024.2 月策定） 

は「２場目は原則 8,500 食とするが、最大 9,900 食まで提供できる規模とする必要
がある」との記載。その理由は。 

「回答」基本計画策定後、2023 年度から始まったシン学
校プロジェクト事業等、新調理場建設に与える影響を
考慮し、尾西・木曽川地区をセンター方式にすること
を考えている。 

＊市民の声を聞いて進めてほしい。また、PFI 方式にす
るかどうかも、しっかり議論できるようにしてほしい。 

 

★学校給食費保護者負担軽減補助事業 3,3035.5万円 
・物価高騰等の影響を受けている子育て世帯へ

の支援を目的に、保護者負担を軽減する。 
区分 給食費 補助額 保護者負担額 

小学校 ２８５円 １５円 ２７０円 

中学校 ３２５円 ２０円 ３０５円 

＊保護者負担を軽減することは歓迎する。 
１学期だけでなくさらに続けること、 
給食費無償化を検討してほしい。 

 

●議案第 36 号 一宮市テニス場の設置及び管理に関する条例の
一部改正について  

・テニスコートや照明設備の利用料金の上限額を変更する等。 
 

●議案第 37 号 一宮市市民会館条例及び一宮市木曽川文化会館
の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

・市民会館及び尾西市民会館の使用時間、利用料金の上限額、割増利用料金の割合を
変更する等。 施行期日：2026 年 4 月 1 日 

＊市民会館の利用料金が大会議室の場合、午前・午後
4,000 円⇒4,700 円、全日 13,400 円⇒14,900 円となる。
料金改定の理由は、受益者負担を求めるもの。2019 年
8 月「使用料、手数料の見直しに関する基本方針」に基
づき、2019 年 12 月議会に「手数料条例の一部改正」
の提案された時、日本共産党は反対をした。 

 
  議案第 36、37 号は受益者負担の立場で、市民に新た

に負担を求めるもので、認められません。 
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 一宮市３月議会 / 経済教育委員会（3/14） 


